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子 どもの虐待 とケアの方向

鈴 木 敦 子* 

UNDERSTANDINGCHILDABUSEANDCARE
 

AtsukoSuzuki


は じめに

かってボ ッサ ー ドは、子 どもの地位 が再生 産の 関係 、

経済的要因、イデオロギー、家族的要因で決 ま り、 とく

に経済的要 因の大 きいことを指摘 したt)。 つ ま り、 「子

ども」 とい う概念の意味内容は、経済要因を下位構造 と

して、社会 と時代 によって大 きく変動するの だ。た しか

に歴史的事実は、子 ど もとして画期 される年齢区分の幅、

賦与 される社 会的地位、期待 され る役割が子 ども特有の

生理的、心理的属性 による ものではな く、それぞれの社

会 と時代 に特徴づ けられる歴史的、社会経済的な諸条件

であったことを示 している。それは また 「難民 の世紀」

と言 われ る今 日、社 会的混乱の なかで、悲惨 な状況 にお

かれてい る多数の子 どもたち上 にも明 らかである。

「子 ど もの歴 史は虐待 の歴 史」 と断定 して も、あなが

ち誇張 とはいえない ほど、子 どもは弱 い立場 にある。長

い間、人 びとは子 どもは親 の所有物 で、その殺生権 も親

にあると考えて きた。子 どもは人間 としてかつ 自由なも

の として生 まれ、何 びともそれ を奪 う権利 はもたない と、

ル ソーが人類 史上初 めて主張 したのは、わずか二百数十

年前 の1761年 のことである2)。

子 どもの人権が軽視 されてきた背後 には、ボ ッサ ー ド

のい うように社会的 な貧 しさがあ り、貧 しさ故 に社会は

子 どもの虐待 を容認 して きた。むろん現在で も、貧困が

子 どもの虐待 の大 きな要因である ことに変わりはないが、

今 日の子 どもの虐待 は過去 の もの とは性質 を異 に してい

る。現在 のそれは、社会的には貧困が認め られない状況

下で、親が養育 を自分の責務 だとの意識 をもちなが らも

育児 に失敗 し、虐待 に移行せ ざるを得 ない新 しい型の も
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の も含 まれているのであ る。つ ま り、 自力で は解 決で き

ない家族 問題が育児問題や家族病理 と して発現 し、いた

いけな子 どもが犠牲 となっているのだ。子 ど もの虐待の

問題が、経済的発展 をなし遂 げ、権 利 と義務 をもつ 「未

来の市民」 と して子 どもを容認 している先進国において、

社会病理現象 と して噴出 していることに も、それは明確

であ る。

欧米社会 は子 どもの虐待の問題 に対 し、国策 をもって

精力的に取 り組んで きた。そ して、 と くにイギ リス連合

王国(以 下UKと する)は 、性的虐待に対 しては課題 を

残 しているけれ ど、身体的虐待 、ネグレク ト、心理 的虐

待 に対 しては戦略 をほぼ手中に し、虐待防止、予 防の段

階 にきてい る。

一方
、わが国は子 どもの虐待 に無関心で あ り、その存

在その もの を否定 してきた。 しか し、マス コ ミの影響 も

あって、最近、急激 に子 どもの虐待 への関心 は高 まって

い るが、身体的虐待が存 在す ることへの認知が生 じた程

度の ものであ り、ネグ レク トや心理的虐待 、性 的虐待へ

の理解 は依然 として低 く、 アメ リカ合 衆 国(以 下USA

とする)の1960年 代の状 態 とい われている。

そ こで本稿では、看護職が必要 とする子 どもの虐待 に

ついての理解 を深 める一助 として頂 くため に、子 ども虐

待の実情 、研究状況 、子 どもの虐待発生のメカニズム、虐

待する親や虐待 をうける子 どもの行動特徴 、入院 した子

どもへ のケアの方 向などについ ての概要を述べてみたい。

子どもの虐待 をめぐる歴史的状況

ルソーらの啓発や産業革命期をへて経済的に豊かになっ



た西欧社会では、人びとは次第 に子 どもの人権に注 目し

は じめ、 きび しい体罰や虐待 を防止する努力がな される

ようになった。子 どもの虐待 でエポ ックとなった事件は、

1874年 にニュー ヨークでお きた 「メア リーエ レン事件 」

である3)。養父母か ら身体 的虐待 とネ グ レク トを うけ、

餓死に近 い状態にあった8歳 のメアリーを救お うと、担

当保健婦 や教会関係者 は奔走 した。 しか し、 「体 罰 は親

の権利」 であ ると主張す る養父母 の抵抗で、救出は困難

を極め、彼女 を保護す る法令 もなかった。そこで関係者

は、当時法制化 されていた 「動物虐待防 止法」 を盾 に、

子 どもも動物 なみに守 られ る権利 はある と訴 えて、メア

リーを養 父母か ら保護 した事件 である。 この事件が契機

となって、翌年 に 「ニューヨーク児童虐待 防止協会」が

設立 された。 この動 きは次第に他 の州やUK、 オー ス ト

ラ リアな どの国 々に も波及 していった。

しか し、当時の人び とは、わが子 を虐待す るのは異常

な親 だと思っていた。メアリー事件後、百年近い年月 を

へ て、 この認識 を変えたの は小児科医ケ ンプである。彼

は入院 して くる多数の子 どもの[蚤我が、偶発 的な もので

ないことに気づいた。慎重 に調査 を重ねた彼 は、子 ども

のこの怪 我が事故 による ものではな く、親の虐待 による

ものであ ると結論づけた。そ して、1962年 のUSA小 児科

学会 で 「被殴打児症候群」(Batteredchildsyndrome)

として、子 どもが親か らの虐待 をうけていることを訴え、

社会 に警告 した。 〈バ ットで殴 られる子 どもたち〉 とい

う衝撃的 な言葉 を用いた彼 の意図は、子 どもの虐待への

関心 を社 会 と専 門職が高めることにあった。さらに彼は、

今 まで思われていたように異常 な親だけがわが子 を虐待

するので はな く、ふつ うの親 も虐待す ること、被虐待児

は何 らの ケアが ない とその80%が 虐待す る親 に なるが、

適切 なケアが与 え られ ると80%が 健全 な親 になること も

指摘 した4)。

この提言は社会 に大 きな警報 を与え、欧米では子 ども

の虐待防止への取 り組みが うね りとなって広が っていっ

た。そ してUSAで は 「児童虐待 防止法」(ChildAbuse

PreventionandTreatmentAct)が1974年 に制定 され、

これに基づい て全 米児童 虐待 防止 セ ンター も設立 され

た5)。

被虐待児 とその統計数値が示すもの

ケ ンプが子 どもの虐待 を指摘 した翌年 の1963年 、USA

では1万 件の子 どもの虐待 が推定 された6)。 また虐 待の

定義が統一 された1986年 には約190万 、そ して1990年 に
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は約250万 の報告件数があ り、そのいずれ も報 告件 数の

50%近 くが実際に虐待 をうけていた。残 念 なこ とだが 、

虐待 をうける子 どもの数は現在 も増加 の一途 をた どって

いる7)。

わが国においては、各機関を網羅 した全 国規模 の調査

はまだない。 また、児童相談所や医療 な どの単独機関だ

でお こなわれた調査 をみて も虐待の定義が異 な り、被虐

待児の確実 な数は不明確 である。

全国調査 と しては、1983年 に全 国児童虐待 調査 会が

全国164カ 所の児童相談所 を対象 と して調査 し、416件

の虐待 を報告 した ものが最初 である8)。同会 は1988年 上

半期に も同 じ内容 で調査 をお こな い、1039件 の被 虐待

児 を報告 してい る。単純 に計算すれば、前 回調査 か ら約

5倍 の増加 とな り、児童人口比 で算出する と10万 対6.6

人、東京、大阪 などの大都市では9.8人 となる。 地域的

ではあ るが 、各機関 を網羅 した調査 と しては大阪児童虐

待調査研究会の ものがある。 この調査 による と、1983～

1987年 の5年 間で403件 の虐待があった9)。

前者の全 国児童虐待調査会の調査 は、ネグ レク トのな

かで最 も重度であ る遺棄 を含んでお らず、後者の大阪児

童虐待調査研究会は、判 断が むずか しい心理的虐待 をネ

グレク トに含 めてい る。 よって、 この二つの調査 を重ね

るのは妥当性 を欠 くが、あえて推計す れば、後者 の調査

では児童相談所が関与 していたのは40%で あ ったの で、

全国で年間約5,000名 の子 ど もが虐待 され てい るこ とに

なる。

USAと わが国の被虐待児の報 告数 の違 いはあ ま りに

も大 きく、数値 だけでみる とわが国では問題が少 ない と

誤解 されるか もしれ ない。 しか し、そ こには児童観 、子

育て観 、家族観 の違い、USAの 子 どもに関係 す る人 び

とへ の通告義務性 、わが国の親権への強力 な保護 や地域

支援 システムの未構築 などの法的、行 政的な制度上 の違

いがあ り、この数値 の違い をもって、わが国 には子 ども

の虐待 の問題 は少ないとすることは間違 いであ る。

む しろ、数値の低 さは私たちの子 どもの虐待へ の認知

の低 さを示唆 していると思える。UKで は虐 待 を うけて

い る子 どもだけでな く、その危惧のあ る子 どもの発見や

予防 も医療や保健 、 ソーシャルサ ービスに期待 されてい

る。わが国には、UKと 同程 度の虐待 をうけてい る子 ど

もがいる と推定 されている。 しか し、その発見 はUKの

50分 の1に 過 ぎない状況 にあ ることは1°}、子 どもに関わ

る専門職に子 ど もの虐待 についての認識が不足 している

と考 えな くてはなるまい。筆者 らが行 った看護職の子 ど

もの虐待に対す る認識調査で も、子 どもの虐待への関心
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は高かったが、その具体的な内容への認知 はほとん どな

く、子 どもの虐待 その もの を否定す る人 もいた1')。さ ら

に子 どもの虐待や早期発見 に対 して、看護職が予 防や早

期発見 に果 たす役割遂行への認識 も低 かった。 また、被

虐待児 へ のケ ア内容 は一 貫 性 が な く、 混乱 もみ られ

た12)13)。

子 どもの虐待の定義

さらに、虐待 をうける子 どもの数の違 いには、虐待の

定義 も影響 しているだろう。何 を もって虐待 とするかの

判 断には、虐待 の程度や文化、価値観 の問題があ り、そ

れが定義 に影響 を与 えるので、当然、虐待 をうけた子 ど

もの数 も影響 を うける。

本来 、abuseは 「正 しくない もちい方」 を意 味す る。

したが って、ChildAbuseは 「その子 どもが もてる可 能

性 に到達す ることを妨げ られてい ることのすべて」 とな

るが、あま りに も広義す ぎて、実践にはあま り役立 たな

い。ケ ンプが指摘 した 「被 殴打児症候群」 はまさに身体

的虐待で あるが、次第 に社会 的、情緒 的側面 を包含 して

い るネグ レク トや心理的虐待 、性的虐待 も定義 として取

り入れ られるようになった14)。虐待 の定義 は、正 当 な し

つ けと残酷 な仕打 ちの境界線 をどこにお くかで決まる15)。

謀殺やサディステ ィクな虐待 、近親姦、重度 のネグレク

トなど、重 い虐待 の判 断においては定義上 の混乱は欧米

で はないが、不適切 なペ アレンテ ィングや軽 い虐待 の定

義 に関 してはまだ一致 をみていない。

USA児 童 虐待防止法は、子 どもの虐待 を 「18歳未満 、

あるいは州 の児童保護法で規定す る年令以下 の子 どもに

対 し、その子 ど もの養育責任者(居 住施設職員 、家庭外

ケア提供者 を含む)が 、子 どもの健康または福祉 を損い、

あるいは脅かす ような状況の もとで、身体 的 ・精神 的傷

害 、性 的虐待、 ネグレク ト(放 任 ・無視)な どの行為 を

行 うこと」 と定義づ けてい る。

よ く用い られている国際児童虐待常任委員会(ISCCA: 

InternationalStandingCommitteeonChildAbuse)

の定義 は以下の通 りで、「USA児 童虐待防止法」 を基 に

してつ くられている。

子 どもの虐待 とは以下 の範疇 をい う。

1.家 庭 内の子 どもへの不 当な取 り扱 い。

1)身 体的虐待

2)ネ グレク ト

3)性 的虐待

4)心 理的虐待

2施 設内の子 どもへの不 当な取 り扱 い。

3家 庭外 の子 どもへの不 当な取 り扱 い。

1)ポ ルノグラフイや売春

2)児 童労働 の搾取

4そ の他

1)薬 物やアルコール依存への誘惑

2)マ スメデ ィアの刺激

3)そ	 の他子 どもむけ広告、食品、住宅、遊 び場 など

の問題

非常に広義 な定義であ るが、各国委員の なかには、さ

らに公害(空 気や水 質汚染)、受験戦争 による詰め込み教

育、早期才能教育までを含める とする人 もい る。ISCCA

の定義はあま りに も広義す ぎて曖昧になる危険性が ある

ので、USAで は、1の 「家庭 内の子 ど もへ の不 当な取

り扱い」 と2の 「施設内の子 どもへ の不 当 な取 り扱 い」

を子 どもの虐待 と定義づ けている。UKも 同様 だが 、1

のなかに将来的な虐待の リスクを懸念 した 「重大な懸念」

(graveconcern)を 加 えて、虐待 を5タ イプに分類 して

いる。

わが国ではISCCAの 定義 を狭義に解釈 し、1の 「家

庭内の子 どもへの不 当な取 り扱 い」 を基づ いた ものが よ

く用い られてい る。 しか し、な された調査 の多 くは、そ

れぞれが各様 に定義づ けているのが実情である。

以下 に示す前述の2調 査 は、ISCCAの 定義 を基本 に

して作成 された ものである。

児童虐待調査委員会(厚 生省)

児童虐待 とは、親 または親 に代わる保護者によ り、非

偶発的 に(単 なる事故ではない、故意 を含む)児 童 に加

え られ た次なる行為 をいう。

1.身	 体的虐待:外 傷の残 る暴行、あるいは生命 に危 険

のある暴行(外 傷 としては打撲傷 、あざ、内出血、骨

折 、頭部外傷 、刺傷 、火傷 など。生命 に危険のある暴

行 とは、首 をしめ る、ふ とん蒸 し、溺れ させる、逆 さ

吊 り、毒物 を飲 ませる、食事 を与えない、戸外 に締め

だす 、一室 に拘禁するな どをい う)

2.ネ	 グレク ト(保 護の怠惰 ない し拒否):衣 食住 お よ

び清潔 さについての健康状態 を損な う放置(栄 養不良、

極端 な不潔、怠惰 ない し拒否 による病気の発生 、学齢

期に達 しているのに就学や登校 をさせ ない、病気になっ

て も医療 を受け させ ないな ど)

3.性	 的虐待:親 による近親姦、あるいは親 に代 わ る保

護者 に よる性的暴行

4.心 理的虐待:以 上 の1.2.3.を 含 まない 、そ の他の
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極端 な心理的外傷 を与 えたと思われる行為(心 理的虐

待 とは、児童 の不安、怯 え、うつ状態、凍 りつ くよ うな

無感動や無反応、強い攻撃性、習癖異常な ど、 日常生

活 に支障を きたす精神症状が現 れてい るものに限る)

大阪児童調査会

1.身 体 的虐待:親 または親に代 わる養育者 によ り加 え

られた虐待行為の結果、子 どもに損傷が生 じた状態 と

い う。 さらにその身体的虐待 は、1)非 偶発 的、2)

反復 的 ・継続的、3)通 常 の しつけ、体罰の程度を越

えた もの をい う。

2.ネ	 グ レク ト(保 護の怠惰 ・拒否):親 また は親 に代

わる養育者が、子 どもの健康 と成長発育 ・発 達に必要

な保護、最低 限の衣食住 の世話、情緒的 ・医療 的ケ ア

を与 えることに不足 または欠落 をきた したため、栄養

不良、体重増加不良、低身長、発達障害(運 動、精神、

情緒)な どの症状が、子 どもに生 じた状態 をいう。 さ

らにそれは、養育者 の1)育 児知識あるいは育児能力

の不足、 または2)ネ グ レク トな どによる心理的虐待

のいずれかに起因 した もの

3.性	 的虐待:親 または親に代 わる養育者 によ り、子 ど

もが性的暴行 ・悪戯 をうけた もの

子どもの虐待に関する研究領域 と研究成果

ケ ンプの影響 をうけて、欧米では1960年 代の初頭か ら

子 どもの虐待 に関す る研究が急激に増 えた。その研究は

以下の5領 域 にまとめ られる。

1.実 践 で役立 つ定義に関する研究:

ヒルや ジョヴァンニは、子 どもの虐待 に対す る市民や

専門職の認知 、態度についての大規模な調査をお こない、

それ に基づ いて定義 を試みている16)17)。

2.虐	 待 家族 の特徴 を解 明 す るこ とを意 図 した疫 学的

研究:

虐待 をうけやすい子 ども集団 と虐待 家族 に共通する特

徴 を解明す る研究 であ る。子 どもは、未熟児/低 出生体

重児 、乳児、私生児、病気 がちの子 ども、障害児 などが

リスク集団 とされ、家族では、若年夫婦 、流動性 の高い

家族 、非定形家族 、夫婦不和、低社会経 済 階級 、失業 、

犯罪傾向の高 い家族がハイ リス クとなっている'8)。この

研究が示 した特徴は、ハ イリス クの子 ど もや親 の集団 を

特定するには役立つ。 しか し、社会的問題や人格的 な問

題 をもつ集団の特徴 とも共通 している。だか ら、虐待 の

予測が原 因の立証には役立 ないこ とを銘記 しておかない
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と、不適切で画一的なアセス メン トやケ アを招 く。 さら

に大切 なことは、子 どもの虐待 の原因は、一つ の因子だ

けで は生 じない との前提 に立つ ことであ る。

3.リ	 スク予測 と適切 な介入アセスメン トの提供 を意図

した類型学的研究:

親の人格や心理 ・社会的活動、生育史な どか ら、虐待

家族の類型化 を試み ようとす る研 究である。人格障害の

親、被虐待歴 をもつ親、 しつ けに厳 格 な態度 を もつ親 、

子 どもの正常な発達 に無知 な親、ス トレスへ の耐性の低

い親な どに虐待傾向のあることが明 らか にな りis)、親へ

の理解が深 まった。 しか し、この研究領域 が解明 した特

徴 も子 どもを虐待する親 だけに特有 なものではない。だ

か ら、疫学的研究 に対す ると同様 の姿勢 をもつ ことが大

切である。

4.適	 切 なケア を提供 するために専門職が必要 とす る治

療に関する研 究:

ほとん どの研 究が 、虐待 家族の行動 を修正するために

は、長期 的な支援 の必要な ことを強調 してい る。 また、

親 の情緒 的発達や対人関係 能力の発達に対す る支援 、家

庭環境 や社会環境 を改善する努力、他機 関との協調 、子

どもへの直接 的な働 きかけの必要性 を示唆 した研究が中

心 を占めているa°)21>。

5.サ ー ビスの配分 システムについての管理的研 究:

そのほとん どが、関連機 関や関連職種の協調や児童保

護 における意志決定や介入 、法的手続 きに関す る研究で

ある22)。欧米では、1970年 代 中頃か ら国家 的プロ ジェク

トの下で この類の研 究が数多 くお こなわれた。現在、そ

の研究成果が次 々と発表 されて きてい る。

子 どもの虐待発生 の メカニズム

子 どもの虐待は病 的実体ではないが、行動パ ター ンは

多 くの点で病的な ものにつなが っている23)。また、 子 ど

もの虐待が生 じる原 因は複雑多岐であるが、親子関係 を

取 り巻 く家族環境が大 きく関係 している。そ してその背

後 には、社会 の変化が強い影響 を与 えている。その こと

が現代 の子 どもの虐待の大 きな特徴 である。 と くに、19

60年 代後半に始 まる高度経済成長が大 きく影響 している。

た とえば、工業化 、都市化 による、過密 ・過疎地域 の出

現、働 く女性 とりわけパ ー トで働 く主婦の増加、離婚率

の上昇 とこれに ともなう父子家庭、母子家庭の増加 、遠

距離通勤な どで、核 家族 の急激 な増加や小世帯化 と家族

構造が大 きく変化 した。 さらにこれ らの変化は、養育機

能の著 しい低下 を招いた。そ して、そこにはいつで も崩
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壊家族が生 じる危険性が潜 んでいる。つ まり、現在社会

や家族その ものが、子 どもの虐待 をつ くりだす基盤 を孕

んでい るのである。

しか し同様 の変化 を体験 して も、すべての親が子 ども

の虐待 に走るわけで は な く、 ほ とん どの親 は 日々懸命

に子育て を している。 この違いはある程度、親子関係 に

求めることがで きるだろ う。子 どもの頃、虐待 をうけて

育った親 にわが子 を虐待す る傾向の高 いことは、 しば し

ば指摘 されて きた別)25)。大阪児童虐待研 究会 の第2回 調

査 で も、28%の 親が被虐待歴 をもっていた26)。小 児看護

ケアに とって、親子関係 を視野 に入れることは非常 に大

切 なので、生育史を含めた視点か ら虐待発生 のメカニズ

ム をみて ゆきたい。

子 どもは誕生後す ぐか ら、暖か さや栄養、清潔、充分

な睡眠、愛情 、社会的接触 を必要 としている。子 どもは、

それ らの基本 的ニーズ を泣いて表現することで要求する。

このニーズが直 ちに充たされることで、子どもは生来 もっ

ている万能感 を育み、人格発達の基盤 と して必要 な 「安

全 と信頼」 という、内なる感覚である 「基 本的信 頼感」

を培 う幻)。そ して、 この 「基本的信頼感」 を挺子 に して

「自己肯定感」 をわが ものにす る。 しか し、幼 い頃 か ら

親 の暴力や攻撃 、拒否 をうけて育ち、愛 された体験 をあ

まりもた ない親 は、安心や信頼の感情 で新 しい対象 をみ

る ことを学習 してい ない。む しろ、不安や恐怖 、不信の

フィルター を通 して対象者 にむか う。大人 になって も自

己へ の肯定感や 自信が もてない し、愛情飢餓の状態 にあ

り、他者 を思いやることがなか なかで きない。育った情

緒的環境が損なわれていたため、未熟 さを秘めた ま結婚

に安定や愛 を夢 み、子 どもに大 きな期待 を抱 きなが ら親

となる。そ して、子 ど もを自分の思いの ままに動かそう

とする。 これは とりもなお さず 、自分の幼 いときの親 と

の関係 の繰 り返 しで ある。 このような親子 関係の メカニ

ズムが存在するな らば、親はわが子の虐待 に走 る傾 向を

もつ といわれ る。 しか し、親 子 関係 一つ だ けで 虐待 の

原 因とす るのは誤 りであることを、再度 ここで も強調 し

てお く。む しろ、親 か らの 「愛情 を こめ た養 育 の欠如」

は、子 どもの虐 待へ の準備状 態 と考 えるのが妥 当で あ

ろ う。

子育てはつねに楽 しいことばか りではない。いつ まで

も泣 きや まない赤 ちゃん、たびたびかん しゃくをお こす

幼児 に、母親が かっとなるときがあ って も自然 であ る。

思春期の頃 ともなれば、子 どもか らの怒 りや反抗 にあ う

こともあ るだろ う。親子の緊張はある度あ って当然であ

るが 、大切なこ とはその ような感情が どの ように処理 さ
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れ、家庭 内で均衡 を保っているかである。それぞれの家

族が さまざまな方法 を試み、あるものは成功 し、あるも

のは失敗す る。虐待の危惧 のある親はこの試みに失敗 し

たわけであるが、そこには親 だけでな く他の家族が含 ま

れてい る。つ ま り、 さまざまな要因で緊張が高 まってい

る状況のなか、子 どもの虐待 は家庭 とい う密室で突発的

に起 こるのだ。加害者である親 はそのス トレスに耐 え ら

れな くなってお り、その緊張を子 どもとい う弱い存在 に

むけて爆発 さす メカニズムがそ こには存在 してい るので

ある。

虐待が子 どもに与える影響

何度 も繰 り返すが、虐待 された ことで、すべての子 ど

もが同 じ影響 をうけるわけではない。 しか し、そ こには

共通す る特徴 がある程度み られ るので、虐待が子 どもに

与える影響 を心 身の側面か らみてゆ きたい。

1.成 長 ・発育への影響

子 どもは外界 に対 して能動的 な存 在ではあるが 、幼若

であればある程、生存 と発達の基盤 となる養育を親 に全

面的に委ねている。なかで も、栄養は子 どもの成長発育

の基本 であ る活動エ ネルギー源 と して不可欠な ものであ

る。虐待 、と くにネグレク トをうけた子 どもは、その基

盤 となる食べ物 を充分 に与え られ ないので 、成長発育 に

障害 をきた し、3パ ーセ ンタイル以下の低体重 、低身長の

場合が多い28)。また、すべての子 どもが活動 エ ネルギ ー

としての栄養 だけでな く、他者 との暖かい交流 を通 して

得 る 「心の栄養」 を必要 と している劉。虐待 を うけた子

どもは、その大切な心へのエネルギー を充分与 えられな

いので、その ことに由来 した 「愛情剥奪症候群」 などの

発育障害が生 じる場合 もある。

2.知	 的発 達への影響

「基本的信頼感」 を培 われた子 どもは、能動的 に外界

へ の探索活動 を始め る。つ ま り、舐め る、触 る、い じる、

這いまわる、走 りまわるな どの活動 を通 して、自分 を取

りまく環境 を探索 し、体験 を重ねなが ら発達 してゆ くの

である。子 どものこの ような行動は、発達の健全 な道筋

である。 しか し、その ことへの理解がない親にとっては、

この ような行動は煩 わ しい ものであ り、制限を加 えた り、

禁止をす るであろう。虐待傾向のある親 ならば、暴力 を

加 えるこ ともあるだろう。身体的虐待 の ピー クが 、子 ど

もが 自分で 「選択」 を開始す る1歳 半 頃の発達の質的転

換期にあるとい う事実は、 この ことを示 している。この

能動的な探索活動が 、親か らの虐待 を引 きお こす とき、
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子 どもは自分の探索 したい という気持 を押 さえることが、

自分の安全 を守 ることである と体験 か ら学 ぶ。 そ して、

その活動 を抑 えるようになる。

発達の原動力が 、子 ども自身の能動的活動にあること

は周知の事実である。子 どもが虐待的環境で育つことは、

この大切 な活動エ ネルギーを抑え、発達への原動力 を奪

うこ とである。彼 らは、発達のなかで もと くに言語発達

と自我機能が遅れている との指摘 がある3°)。幼若 で あれ

ばある程、言語発達は運動発達 と密接 に連関 してお り、

その運動発達 は身体の成長発育 と深 く連関 している。 こ

のことを考えれ ば、虐待 をうける ことで言語発達が影響

をうけるのは当然である。 また、言語発達は情緒発達 と

も密接 に関連 している。つ ま り、子 どもは安心で きる環

境の下で しか 自己表現 を試みるこ とはで きないのだ。子

どもの 自己表現 に対 して、周囲の大人が関心 を もって支

持や修正 を繰 り返す とい うプロセスを通 して、彼 らはコ

ミュニケーシ ョンの技術や言語発達 を太めてい く。 しか

し、虐待傾向の親が子 どもの 自己表現 を励 ます ことはあ

ま りないだろう。 また、その表現 を修正するためのフィー

ドバ ック も支持的な言語ではな く、暴力、暴言 などの身

体的、言語的な攻撃で与え られる場合が多い だろ う。 し

たがって 、言語発達や 自我機能の発達が大 きな影響 をう

けるのである。

子 どもの 自己活動 は、現在 その子 どもが到達 している

発達段階 に最 も近い(最 近接領域)と ころか らの要求が

提示 された ときに最 も活発 になる3D。虐待傾向の ある親

は、子 どもの年令や発達段 階にそ ぐわない期待や歪 んだ

発達観 をもつ場合が多 く、適切な発達 の源泉 とな りに く

い。到達 している段 階 よりも高い要求 をつねに要求 され

た場合、子 どもはいつ も失敗する。親 はその失敗 に罰 を

もって応 じるので、子 どもは 「発達や年令に応 じた達成」

も 「非達成」 も認め られない とい う、二重の拘束的状況

におかれる。 この ような状況におかれ ると、子 どもは失

敗 を経験 を しなが ら挑戦す るとい う、大切な 「自己運動」

を放棄 して しまい、体験 ・学習へ の意欲 を失 ってゆ き、

知的発達が影響 をうけることになる。

3.情 緒発達への影響

すべ ての子 どもが 、安全 と愛情、安定へのニーズをもっ

ている。 しか し、虐待 をうけた子 どもの多 くは不安定 な

家庭 のなかでつねに苦 しみ、それらのニーズがあ まり充

足 されない。 とくに自分 を守 って くれるはずの親か ら虐

待を うけるのだか ら、安全 と愛情 を体験す ることによっ

て培 われ る 「基本的信頼」が脅か され、子 どもが問題行

動 を示すのは 自然の成 りゆ きであろ う。
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虐待 をうけた子 どもは、「ス トックホ ルム症候 群」 と

呼ばれる人質なった人び とに共通 す る行動 み られる謝。

絶えることのない死の恐 怖、そ してた まさかの親切 とい

う、まった く一貫性のない環境のなかで、人質は完全に

制圧 されていることへの強い不安 と怒 りをもつ。家族か

ら繰 り返 し虐待 をうけている子 どもも同様の感情 をもち、

自分 にむか う親の態度を内面化 し、自己非難 、 罪悪感 、

自己否定、失敗への欲求 をもつ傾 向がある。

USAやUKの 研究は、被虐 待児 の性格傾 向 と して し

ば しばみ られ 、 しか も強 く表れる もの として、以下の特

徴 を指摘 してい る脇燭 。

・生活 を楽 しむ力の欠如

・過敏 、奇異な行動、かん しゃ く、遺尿 などの精神的

症状

・低い 自己評価

・学習上の問題/集 中力不足/怠 学

・ひきこ もり傾 向

・敵対/反 抗 的態度

・過度の警戒(凍 てついた眼差 し)

・過度の攻撃

・強迫傾向

・大 人びた行動(偽 成熟性)

・他者 を信頼す る能力の欠如

・無差別的な愛着行動 と極端 なデ ィタッチ メン ト

被虐待児の行動 は、大 人がい とお しいと思える感情 を

引 きおこす ものはまれで、ケアする人に拒 否の感情 をお

こさせ る ものが多い。 しか し、 この性格傾向のい くつか

は、彼 らが生存 してい くための メカニズム(迎 合 、先取

り、回避)で ある し、体験か ら くる心の混乱兆候で もあ

る。だか ら、表出 した行動だけで子 ど もを判 断す ること

は心 して慎 まな くてはな らない。む しろ私 たちは、虐待

的環境 とい う歪んだ病理環境 に適応 した結果 、子 どもは

さまざまな問題行動 や性格傾向を発達 させ た と考 えな く

てはならない。つ まり、不適切 な環境 に 「健康的に適応」

したことによ り、「問題」が生 じた との視 点 をケ アに当

たる人は もつ ことが大切 なのである。

虐待で入院 している子 どもへのケアの方向

わが国で は、虐待 をうけた子 どもへのケアについての

実践や研究 は始 まったばか りである。虐待 は多 くの問題

をかかえた 「家族 の危機」であるか ら、決 して看護職 が

単独でケアで きる もので はない。児 童相談所 や保健 所 、

保育所 、学校、養護施設 、裁判所 など、多 くの機関が連
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携 して関与 しな くてはならない し、ケースワーカー、心

理職、小児科医、児童精神科 医、保母、教師、弁護士な

ど、 さまざまな職種が協 調 してかかわ らな くてはならな

い。 したがって、彼 らのケアに際 しては、それぞれの機

関 と職種がその役割 を果た しつつ、互 いに協働す ること

が最 も大切 である。 また、「多問題家 族」 であ る とい う

ことは、多様 なケ ァを必要 とす ることであ る。 だか ら、

家族 メンバ ーのニ ーズに対す る均衡 をとるのは大切だが、

なかで も子 どものニーズを最優先 に考 える ことが大切で

ある。

被虐待児へのケ アシステムが整 っていないわが国では、

病院は身体 の治療 だけで な く、 「一 時避難 ・一 時保護」

の場所 として も重 要な機能 を担 っている。 しか し、急性

期疾患 の子 ど もが多 く入院 してい る現 在の小児 病棟 の

実情 では、彼 らが最 も必要 としている依存欲求 を満足 さ

せ、信頼感 を培 うため に必要 な受容 的な大人 との1対1

の関係 をつ くるこ とはとて も難 しいだろう。このように

大 きな制約 はあるに して も、なるべ く1対1の 関係が も

てるように努力す ることがケアの前提 として必要である。

さらに、虐待 をうけた子 どものケアにあたっては、以下

の基本的アプローチ を念頭 にお くこ とが大切であ る。

1)子	 どもの攻撃や退行 を認め、依存欲求を満足 させ る

ことをケアの出発 とす る。 これは虐待 的環境で生活 し

ていた彼 らの トラウマを軽 減 させ 、居場所 を与えるこ

とになる。 さらに 「大人」へ の信頼感を培 うことに も

な り、最 も大切 なケアである。「基本 的信頼 感」 が培

われ てい ない彼 らは、 「見捨 て られ体験」 か ら くる

「養育者への無差別的 なしがみつ き」 行動 を示す だ ろ

う。そ して、依存欲求 を満 たされ、ある程度の安心 を

得た段 階になる と、 ケアす る人 の怒 りを誘 うよ うな

「試 し行動」 を初め と して、さまざ まな行動 を表 出す

るだろ う。 しか し、そのすべて を受 けとめる ことがケ

アの基本 なのである。

2)こ の安定基盤に立 って、他の子 どもや物 に攻撃する

ような方法で な く、 自分の気持 ちを表現で きるように

励 まし、欲求不満へ の耐性 を高 めるようにす るのが次

の段階である。この ケアが、言語的表現 の乏 しさや衝

動 的行動化傾 向を抑 え、 自我機能 を強化す ることに も

つ なが ってゆ く。

3)攻	 撃的な親 に対す る同一化で はな く、(看 護婦 が衝

動 をコン トロールす る能力 を もっているとの前提 の下

に)そ の看護婦 をモデル化 し、同一化で きる ようにケ

アする。そ こでの看護婦 は、信頼 に基づいた人間的な

かかわ りと子 どもが能動的な 自己運動 をおこす ように、
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「最近接領域」にそった発達の源泉でな くてはならな

い 。

4)病	 棟 の 日課 に一貫任 、安定性 を もたせるこ とも彼 ら

の安定感、信頼感を培 うことにつ ながる。

5)子	 どもの側 に親の虐待 を誘発す るような、夜尿 やか

ん しゃくなどの問題があるな らば、そのケア も考える

が、 これ らの問題 も依存欲求が満 されるならば、解決

す ることが多い。

現在 、欧米では、虐待 された子 どもへ のケアに関す る

研 究が不足 していることが強 く反省 されてい る。私 たち

も、虐待 をうけて入院する子 どもに接す る機会が次第 に

増えて きたが、 まだまだケアは手探 りの段階である。知

識か らだけでな く、それぞれの実践 の成果 を知恵 に結び

つけてい くことが求め られている。この姿勢を もつ こと

こそが、治療 的モデルの有効性の検証 につながってい く

だろ う。

プロッホは、 「子 どもは大人になるまでに、殺 される

のではないか とい う不安 を身体 的に も精神 的に も味あわ

される存在 であ り、その不安の強 さはその子 どもが体験

した心理 的外傷 と愛情 の程度による」 と指摘 した。看護

にあたる私 たちは、虐待 をうけた子 どものケアは、 まさ

にその ような深い傷 を体験 している子 どもへ のケアであ

ることを肝 に銘 じな くてはな らない細。
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